
福祉・介護職員処遇改善（特別）加算及び 

特定処遇改善加算に基づく取り組み 

 

平成２８年度より「処遇改善加算」に該当されました。 

令和元年度より「特定処遇改善加算」に該当されました 

令和４年度より「ベースアップ加算（特例交付金）」に該当されました 

令和６年度より「臨時特例交付金」に該当されました。 

       また、「特定処遇改善加算」と「ベースアップ加算」が処遇改善加算として 

一本化になりました。 

 

【取得事業所】放課後等デイサービスもりのひろば 

       放課後等デイサービスもりのひろば利府園 

       放課後等デイサービス（重症心身障がい児）もりのひろば 

 

【特定処遇改善加算の職員分類について】 

A：他事業所も含め実務経験が８年以上 

 

【処遇改善助成金実績報告について】 

平成２８年度 助成金額     １，４８５，１３３円 

平成２９年度 助成金額     ２，２６４，５１２円 

平成３０年度 助成金額     ３，０６５，６６４円 

平成３１年度 助成金額     ４，５１２，９８０円 



令和 ２年度 助成金額     ５，７１５，８７８円 

令和 ３年度 助成金額     ８，１７９，７８４円 

令和 ４年度 助成金額     ９，２２４，０２７円 

令和 ５年度 助成金額     ９，３１３，９２３円 

令和 ６年度 助成金額    １４，９００，０２８円 

 

【処遇改善特定処遇改善加算実績報告について】 

令和 ２年度 助成金額       ４９３，６７０円 

令和 ３年度 助成金額     １，２２６，４８６円 

令和 ４年度 助成金額     １，４０９，５８６円 

令和 ５年度 助成金額     １，４４１，１６１円 

終了 

【ベースアップ加算の実績報告について】 

令和 ４年度 助成金額     ２，５７７，９５８円（令和４年２月～令和 5 年３月） 

令和 ５年度 助成金額     ２，２１９，３４４円 

終了 

 

【福祉・介護職員処遇改善（特別）加算及び特定処遇改善加算の算定要件について】 

 

① 賃金改善の方法 

  処遇改善加算手当と賞与にて支給する。支給算定方法は、別表に基づいて（勤続加算・資格

加算・評価加算）支給する。 



② キャリアパス要件について 

  要件１：職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体制について定めている 

     ：就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての福祉・介護職員に周知してい

る 

要件Ⅱ：共生型福祉施設として、高齢者部門・保育園部門との連携を図る。保育士取得 を

目指し、保育士取得に向けた取り組みを実施する。 

     ：資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに

福祉・介護職員の能力評価を行う。 

  要件Ⅲ：経験に応じて昇給する仕組み 

     ：資格等に応じて昇給する仕組み 

     ：一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

③ 職場環境要件について 

資質の向上：福祉サービス事業所への実習・福祉サービス事業所同士のスキルアップの強化 

労働環境・処遇の改善：協力会社による事業所内保育施設の整備 

          ：健康診断、職員休憩室の整備 

そ の 他：非正規職員から正規職員への転換 

      令和２年度 ２名 

      令和３年度 ７名 を正社員へ転換 

      令和４年度 ７名 を正社員へ転換 

      令和５年度 ２名 を正社員へ転換 



      令和６年度 ７名 を正社員へ転換 

     ：職員の増員による業務負担の軽減（下記の通りの職員配置を実施） 

      職員の人数紹介：松森園 正社員 ７名 非正規職員 ８名 計１５名 

              利府園 正社員 ７名 非正規職員 ６名 計１３名 

              幸町園 正社員 ８名 非正規職員 ６名 計１４名 

              相 談 正社員 ２名 

     ：非正規職員の無期雇用への転換を図る  

 

令和６年度の計画について 

委員会の設立 

・研修委員会：職員のスキルアップを図るため年間計画を立て実施する 

・広報委員会：施設の活動を地域へ広める。また協力関係者への周知をする 

・虐待防止委員会：義務化に基づき、職員の研修を実施しながら育成を図る 

・防災衛生委員会：感染症や災害が発生した場合でも対応できる準備をする 

 

令和６年度の計画について 

・上記、研修委員会を継続的に実施するとともに一部名称変更 

 虐待防止委員会から虐待防止権利擁護委員会へ 

・防災衛生委員会にＢＣＰを盛り込に「業務継続計画」を策定する 

・業務内容に沿った働き方を検討していく 

 

  令和７年度の計画について 



  ・上記、研修委員会を継続的に実施する 

  ・インターンシップを取り入れ、多くの学生に障がい児の療育体験を実施する 


